
令和８年三重県議会定例会 

予算決算常任委員会 総務地域連携交通分科会 

提出資料 

 

◎議案事項 

１  議案第 77号 三重県県税条例等の一部を改正する条例案 ・・・・・・・・・・・・・ １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月 31日 

総   務   部 





1 

◎ 議案事項

１ 議案第 77 号 
三重県県税条例等の一部を改正する条例案 

１ 改正理由 

地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の一部改正等に鑑み、自

動車税、軽油引取税、不動産取得税等についての規定を整備するものです。 

２ 改正内容 

（１）自動車税

自動車税の環境性能割を廃止します。

（２）軽油引取税

軽油引取税の当分の間税率を廃止します。

（３）不動産取得税

土地及び家屋の取得について課税されない額の上限を引き上げます。

（４）その他規定を整備します。

３ 施行期日 

一部を除き令和８年４月１日から施行します。 
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